
○競争入札参加者の資格を定める基準 

平成１１年８月２日 

告示第４２号 

改正 平成１７年３月３０日告示第２９号 

平成２４年９月２５日告示第５３号 

平成２５年３月２９日告示第２７号 

令和３年９月１３日告示第７６号 

競争入札参加者の資格を定める基準（平成３年利府町告示第３０号）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 利府町建設工事執行規則（平成１１年利府町規則第１５号）第４条第

２項の規定により競争入札（一般競争入札又は指名競争入札）に参加しよう

とする者に必要な資格の基準を、定めるものとする。 

（競争入札の参加資格） 

第２条 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希

望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。 

（１） 経営に関する客観的事項 建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２７条の２３第３項に規定する経営事項審査の項目 

（２） その他町長が特に必要と認める事項 

（区分等） 

第３条 前条による審査の結果に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げ

る小分類の工事ごとに、総合評定値通知書の総合評定値（P）の欄に掲げる評

点により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。 

発注工事の種類 総合評定値通知書

の総合評定値 

等級 

大分類 小分類 

土木工事 土木一式工事、とび・土工・コン

クリート工事、水道施設工事 

1,300点以上 A 

850点以上1,300点

未満 

B 

850点未満 C 

建築工事 建築一式工事 1,300点以上 A 

700点以上1,300点

未満 

B 

700点未満 C 

設備工事 電気工事、電気通信工事、管工事、1,000点以上 A 



機械器具設置工事 700点以上1,000点

未満 

B 

700点未満 C 

舗装工事 舗装工事 1,000点以上 A 

800点以上1,000点

未満 

B 

800点未満 C 

鋼構造物工事 

しゅんせつ工事 

鋼構造物工事、しゅんせつ工事 1,000点以上 A 

700点以上1,000点

未満 

B 

700点未満 C 

その他の工事 大工工事、左官工事、石工事、屋

根工事、タイル・れんが・ブロッ

ク工事、鉄筋工事、板金工事、ガ

ラス工事、塗装工事、防水工事、

内装仕上工事、熱絶縁工事、造園

工事、さく井工事、建具工事、消

防施設工事、清掃施設工事、解体

工事 

700点以上 A 

700点未満 B 

（注） 総合評定値通知書の総合評定値は、建設業法第２７条の２９第１項

の総合評定値とする。 

２ 前項による等級の区分に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小

分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負対象設計金額（消

費税を含む。）の欄に掲げる金額の範囲内の全額の請負工事の入札に参加さ

せるものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、上位及び

直近下位の等級に属する者を工事の請負の競争入札に参加させることができ

る。 

発注工事の種類 等級 請負対象設計金額（消費税

を含む。） 大分類 小分類 

土木工事 土木一式工事、とび・土

工・コンクリート工事、

水道施設工事 

A 3億円以上 

B 1億円以上3億円未満 

C 1億円未満 

建築工事 建築一式工事 A 3億円以上 

B 5,000万円以上3億円未満 



C 5,000万円未満 

設備工事 電気工事、電気通信工

事、管工事、機械器具設

置工事 

A 1億円以上 

B 3,000万円以上1億円未満 

C 3,000万円未満 

舗装工事 舗装工事 A 5,000万円以上 

B 2,000万円以上5,000万円

未満 

C 2,000万円未満 

鋼構造物工事 

しゅんせつ工事 

鋼構造物工事、しゅんせ

つ工事 

A 5,000万円以上 

B 2,000万円以上5,000万円

未満 

C 2,000万円未満 

その他の工事 大工工事、左官工事、石

工事、屋根工事、タイ

ル・れんが・ブロック工

事、鉄筋工事、板金工事、

ガラス工事、塗装工事、

防水工事、内装仕上工

事、熱絶縁工事、造園工

事、さく井工事、建具工

事、消防設備工事、清掃

施設工事、解体工事 

A 1,000万円以上 

B 1,000万円未満 

（平１７告示２９・平２４告示５３・平２５告示２７・令３告示７６・

一部改正） 

附 則 

この告示は、平成１１年８月２日から施行する。 

附 則（平成１７年告示第２９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省

関係法律の整備に関する法律（平成１５年法律第９６号。以下「整備法」と

いう。）第２条の規定による改正前の建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２７条の２７第１項の規定によりなされた経営事項審査の結果の通知で同



日において当該経営事項審査に係る審査基準日から１年７月を経過していな

いものは、当該期間を経過するまでの間は、整備法第２条の規定による改正

後の建設業法第２７条の２９第１項の規定によりなされた総合評定値の通知

とみなす。 

附 則（平成２４年告示第５３号） 

この告示は、平成２４年９月２５日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第２７号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第７６号） 

この告示は、令和３年９月１４日から施行する。 

 


